
岡
山
県
屋
外
広
告
物
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

岡
山
県
屋
外
広
告
物
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
屋
外
広
告
物
表
示
（
掲
出
物
件
設
置
）
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
正

副
二
通
知
事
に
提
出
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
申
請
書
」
を
「
申
請
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
屋
外
広
告
物
表
示
（
掲
出
物
件
設
置
）
完
了
届
（
様
式
第
二
号
）
を
」
削
り
、
「
提

出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
屋
外
広
告
物
表
示
（
掲
出
物
件
設
置
）
更
新
許
可
申
請
書
（
様
式
第
三
号
）

を
正
副
二
通
知
事
に
提
出
」
を
「
知
事
に
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
よ
り
、
」
を
「
に

よ
る
」
に
、
「
に
つ
い
て
」
を
「
の
報
告
は
」
に
、
「
申
請
書
に
屋
外
広
告
物
（
掲
出
物
件
）
自
己

点
検
結
果
報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
を
添
え
て
知
事
に
提
出
」
を
「
規
定
に
よ
る
申
請
と
併
せ
て
」

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
屋
外
広
告
物
（
掲
出
物
件
）
変
更
（
改
造
）
許
可
申
請
書
（
様
式
第
五
号
）

を
正
副
二
通
知
事
に
提
出
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
請
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
屋
外
広
告
物
（
掲
出
物
件
）
除
却
完
了
届
（
様
式
第
七
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に

定
め
る
と
こ
ろ
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
中
「
様
式
第
八
号
の
二
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
四
中
「
様
式
第
八
号
の
三
」
を
「
様
式
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
屋
外
広
告
物
管
理
者
設
置
届
（
様
式
第
十
号
）
又
は
屋
外
広
告
物
設
置
者
（
管
理

者
）
変
更
届
（
様
式
第
十
一
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
屋
外
広
告
業
登
録
申
請
書
（
様
式
第
十
二
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
屋
外
広
告
業
登
録
済
証
（
様
式
第
十
三
号
）
を

交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
」
を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
屋
外
広
告
業
登
録
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
十
六
号
）
に
添
付

し
な
け
れ
ば
」
を
「
添
付
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。



第
二
十
二
条
の
四
中
「
屋
外
広
告
業
廃
業
等
届
出
書
（
様
式
第
十
七
号
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

営
業
所
名

第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。条

例
第
二
十
一
条
の
十
二
の
標
識
は
縦
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
横
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
中
「
特
例
屋
外
広
告
業
届
出
書
（
様
式
第
二
十
号
）
を
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
様
式
第
二
十
一
号
に
よ
る
も
の
」
を
「
次
の
と
お
り
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
登
録
番
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
届
出
番
号
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

標
識
は
縦
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
横
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

二

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

イ

代
表
者
の
氏
名
（
特
例
屋
外
広
告
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。)

ロ

届
出
年
月
日

ハ

届
出
有
効
期
間

二

営
業
所
名

ホ

業
務
主
任
者
の
氏
名

第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
中
「
特
例
屋
外
広
告
業
届
出
事
項
変
更
届
出
書
（
様
式
第
二
十
二
号
）

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
特
例

屋
外
広
告
業
届
出
事
項
変
更
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
添
付
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
六
条
中
「
屋
外
広
告
業
廃
業
等
届
出
書
（
様
式

第
十
七
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
届
け
出
な
け

れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
特
例
屋
外
広
告
業
届
出
済
証
（
様
式
第
二
十
三
号
）
を
交
付
す

る
」
を
「
そ
の
旨
を
通
知
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
公
告
」
を
「
公
表
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
屋
外
広
告
物
講
習
会



受
講
申
込
書
（
様
式
第
二
十
四
号
）
を
知
事
に
提
出
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申

請
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
証
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）
」
を
「
当

該
講
習
会
を
修
了
し
た
旨
を
証
す
る
書
面
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
公
告
」
を
「
公
表
」
に
改

め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
申
請
手
続
き
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
に
よ
り
知
事
に
提
出
す

る
書
類
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
届
出
及
び
報
告
」
に
、
「
書
類
を
」
を
「
も
の
を
」
に
、
「
提

出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
そ
の
他
）

第
二
十
六
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
六
号
を
様
式
第
一
号
と
し
、
様
式
第
七
号

を
削
り
、
様
式
第
八
号
を
様
式
第
二
号
と
し
、
様
式
第
八
号
の
二
を
様
式
第
三
号
と
し
、
様
式
第
八

号
の
三
を
様
式
第
四
号
と
し
、
様
式
第
九
号
を
様
式
第
五
号
と
し
、
様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
二
十

五
号
ま
で
を
削
る
。

第
二
条

岡
山
県
屋
外
広
告
物
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
広
告
物
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
点
検
の
結
果
を
併
せ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
既
設
広
告
物
等
で
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
高

さ
が
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

条
例
第
十
二
条
の
三
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
点
検
の

結
果

二

条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
既
設
広
告
物
等
で
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
高

さ
が
四
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
点
検
の

結
果

ア

条
例
第
十
二
条
の
三
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
点
検
の
み
を
行
つ
た
場
合

当
該
点
検

の
結
果
（
た
だ
し
、
広
告
物
等
の
表
示
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
若
し
く
は
従

前
の
許
可
期
間
が
一
月
以
内
の
場
合
又
は
当
該
広
告
物
等
が
は
り
紙
若
し
く
は
は
り
札
等
の

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）

イ

条
例
第
十
二
条
の
三
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
点
検
を
行
つ
た
場
合

当
該
点
検
の
結

果



第
十
一
条
第
二
項
中
「
条
例
第
十
二
条
の
三
」
を
「
第
十
二
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
、
「
未
満

の
場
合
」
の
下
に
「
（
地
上
か
ら
広
告
物
等
の
上
端
ま
で
の
高
さ
が
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
を

除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
点
検
等
）

第
十
一
条
の
二

条
例
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

取
付
け
部
分
の
変
形
又
は
腐
食

二

主
要
部
材
の
変
形
又
は
腐
食

三

ボ
ル
ト
、
ビ
ス
そ
の
他
の
固
定
用
金
具
の
さ
び

四

表
示
面
の
汚
染
、
変
色
又
は
剥
離

五

表
示
面
の
破
損

六

そ
の
他
広
告
物
等
の
形
状
に
よ
り
特
に
点
検
が
必
要
と
な
る
箇
所

２

条
例
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
広
告
物
等

の
形
状
に
よ
り
点
検
を
要
さ
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

基
礎
部
及
び
上
部
構
造

ア

上
部
構
造
全
体
の
傾
斜
又
は
ぐ
ら
つ
き

イ

基
礎
の
ひ
び
割
れ
、
支
柱
と
根
巻
き
部
分
と
の
隙
間
又
は
支
柱
の
ぐ
ら
つ
き

ウ

鉄
骨
部
の
さ
び
の
発
生
又
は
塗
装
の
老
朽
化

二

支
持
部

ア

鉄
骨
接
合
部
の
腐
食
、
変
形
又
は
隙
間

イ

鉄
骨
接
合
部
の
緩
み
又
は
欠
落

三

取
付
部

ア

ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
及
び
プ
レ
ー
ト
の
腐
食
又
は
変
形

イ

溶
接
部
又
は
充
填
料
の
劣
化
そ
の
他
の
異
常

ウ

取
付
部
周
辺
の
異
常

四

広
告
板

ア

表
示
面
の
腐
食
、
破
損
、
変
形
又
は
ボ
ル
ト
、
ビ
ス
そ
の
他
の
固
定
用
金
具
の
欠
落

イ

表
示
面
板
及
び
側
板
を
押
さ
え
る
部
品
の
腐
食
、
破
損
、
ね
じ
れ
、
変
形
又
は
欠
損

ウ

底
部
の
腐
食
又
は
水
抜
穴
の
詰
ま
り



五

照
明
装
置

ア

不
点
灯
又
は
不
発
光

イ

取
付
部
の
破
損
、
変
形
、
さ
び
又
は
漏
水

ウ

周
辺
機
器
の
劣
化
又
は
破
損

六

そ
の
他

ア

付
属
部
材
の
腐
食
又
は
破
損

イ

避
雷
針
の
腐
食
又
は
破
損

ウ

そ
の
他
広
告
物
等
の
形
状
に
よ
り
特
に
点
検
が
必
要
と
な
る
箇
所

３

条
例
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士

又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
二
級
建
築
士

二

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
省
令
第
四
十
号
）
第
六
条
の
六
の
表

の
項

欄

(一)

(は)

に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
調
査
員

三

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
表
検

定
種
目
の
欄
中
建
築
施
工
管
理
又
は
電
気
工
事
施
工
管
理
の
技
術
検
定
に
一
級
の
区
分
で
合
格

し
た
者
で
あ
つ
て
、
条
例
第
二
十
一
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
課
程

を
修
了
し
た
者

四

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
に
掲
げ
る
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
条
例
第
二
十
一
条
の

十
一
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者

五

知
事
が
別
に
認
め
る
広
告
物
等
の
点
検
に
係
る
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

４

条
例
第
十
二
条
の
三
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
は
、
従
前
の

設
置
の
許
可
期
間
が
一
月
以
内
の
も
の
又
は
は
り
紙
若
し
く
は
は
り
札
等
の
場
合
若
し
く
は
建
築

物
に
直
接
塗
装
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

５

条
例
第
十
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
申
請
前
三
月
以
内
に
行
つ
た
点
検
の
結

果
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

６

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
が
一
年
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
期
間
中
に

実
施
し
た
条
例
第
十
二
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
点
検
の
結
果
を
、
当
該
期
間
が

終
了
す
る
ま
で
の
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
同
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
屋
外
広
告
物
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


